
議

案

第

四

十

四

号 

 
 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

二

月

二

十

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

港

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

五

条

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

百

」

を

「

百

分

の

五

十

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

百

分

の

百

三

十

五

」

を

「

百

分

の

百

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

百

分

の

百

五

十

」

を

「

百

分

の

百

五

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

百

分

の

百

六

十

五

」

を

「

百

分

の

二

百

十

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

中

「

百

分

の

百

八

十

」

を

「

百

分

の

百

四

十

」

に

改

め

、

同

項

第

六

号

中

「

百

分

の

百

六

十

五

」

を

「

百

分

の

百

五

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

五

十

」

を

「

四

十

一

・

二

五

」

に

改

め

る

。
 

 

第

六

条

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

百

四

十

」

を

「

百

分

の

八

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

百

分

の

百

九

十

」

を

「

百

分

の

百

六

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

三

十

年

」

を

「

二

十

五

年

」

に

、

「

百

分

の



二

百

」

を

「

百

分

の

百

七

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

三

十

一

年

」

を

「

二

十

六

年

」

に

、

「

三

十

三

年

」

を

「

三

十

四

年

」

に

、

「

百

分

の

百

五

十

」

を

「

百

分

の

百

六

十

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

中

「

三

十

四

年

」

を

「

三

十

五

年

」

に

、

「

百

分

の

六

十

」

を

「

百

分

の

九

十

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

五

十

九

・

二

 

を

「

四

十

九

・

五

五

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

条

第

一

項

中

「

に

対

し

て

、

次

項

の

規

定

に

よ

り

付

与

さ

れ

た

ポ

イ

ン

ト

の

う

ち

、

評

価

期

間

に

お

け

る

も

の

を

合

計

し

た

も

の

に

」

を

「

の

評

価

期

間

の

初

日

の

属

す

る

年

度

か

ら

そ

の

者

の

評

価

期

間

の

末

日

の

属

す

る

年

度

ま

で

の

各

年

度

ご

と

に

当

該

各

年

度

に

そ

の

者

が

属

し

て

い

た

次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

員

の

区

分

に

応

じ

て

当

該

各

号

に

定

め

る

点

数

（

以

下

「

ポ

イ

ン

ト

」

と

い

う

。

）

を

合

計

し

た

点

数

に

、

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

 

 

一 

第

一

号

区

分 

三

百

六

十

 

 

二 

第

二

号

区

分 

三

百

 

 

三 

第

三

号

区

分 

二

百

四

十

 

 

四 

第

四

号

区

分 

百

八

十

五

 

 

五 

第

五

号

区

分 

百

六

十

五

 

 

六 

第

六

号

区

分 

百

五

十

 

 

七 

第

七

号

区

分 

百

三

十

 

 

八 

第

八

号

区

分 

零

 

」 



 

第

十

条

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 
２ 
前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

退

職

し

た

者

に

休

職

月

等

が

あ

る

場

合

及

び

区

規

則

で

定

め

る

事

由

が

あ

る

場

合

は

、

ポ

イ

ン

ト

に

つ

い

て

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

必

要

な

調

整

を

行

う

。 

 

第

十

条

第

三

項

中

「

前

項

各

号

」

を

「

第

一

項

各

号

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

一

条

第

四

項

中

「

（

当

該

育

児

休

業

に

係

る

子

が

一

歳

に

達

し

た

日

の

属

す

る

月

ま

で

の

期

間

に

限

る

 

を

削

る

。 

 

付

則

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

第

七

条 

退

職

し

た

者

が

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

五

年

港

区

条

例

第 

号

）

に

よ

る

改

正

前

の

第

十

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

付

与

し

た

ポ

イ

ン

ト

（

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

以

後

に

都

職

員

等

か

ら

引

き

続

き

新

た

に

職

員

と

な

つ

た

者

に

あ

つ

て

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

付

与

し

た

も

の

を

含

む

。

以

下

「

確

定

ポ

イ

ン

ト

」

と

い

う

。

）

を

有

す

る

場

合

で

あ

つ

て

、

確

定

ポ

イ

ン

ト

に

第

十

条

第

六

項

に

定

め

る

退

職

手

当

の

調

整

額

の

単

価

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

単

価

」

と

い

う

。

）

を

乗

じ

て

得

た

額

（

以

下

「

旧

調

整

額

」

と

い

う

。

）

が

同

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

退

職

手

当

の

調

整

額

（

次

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

に

あ

つ

て

は

、

同

項

に

規

定

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

よ

り

計

算

し

た

額

）

を

超

え

る

と

き

は

、

第

十

条

第

一

項

及

び

次

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

旧

調

整

額

を

そ

の

者

の

退

職

手

当

の

調

整

額

と

す

る

。 

２ 

第

十

条

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

で

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

 
 

。

）

」 



ま

で

の

間

に

退

職

し

た

も

の

の

ポ

イ

ン

ト

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

て

当

該

各

号

に

定

め

る

点

数

を

そ

の

者

の

ポ

イ

ン

ト

と

す

る

。

 

 

一 
平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

 

次

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

次

に

定

め

る

点

数

 

 
 

イ 

第

一

号

区

分 

二

百

八

十 

 
 

ロ 

第

二

号

区

分 

二

百

二

十

六

・

七 

 
 

ハ 

第

三

号

区

分 
百

七

十

三

・

四 

 
 

ニ 

第

四

号

区

分 
百

二

十

一

・

七 

 
 

ホ 

第

五

号

区

分 

百

一

・

七 

 
 

ヘ 

第

六

号

区

分 

九

十

 

 
 

ト 

第

七

号

区

分 

七

十

六

・

七

 

 
 

チ 

第

八

号

区

分 

零

 

 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

 

次

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

次

に

定

め

る

点

数

 

 
 

イ 

第

一

号

区

分 

三

百

二

十 

 
 

ロ 

第

二

号

区

分 

二

百

六

十

三

・

四 

 
 

ハ 

第

三

号

区

分 

二

百

六

・

七

 



 
 

ニ 

第

四

号

区

分 

百

五

十

三

・

四 

 
 

ホ 

第

五

号

区

分 

百

三

十

三

・

四 

 
 

ヘ 

第

六

号

区

分 

百

二

十

 

 
 

ト 
第

七

号

区

分 

百

三

・

四 

 
 

チ 

第

八

号

区

分 

零

 

３ 

前

二

項

の

規

定

は

、

第

二

十

四

条

の

規

定

に

該

当

す

る

者

に

対

し

て

支

給

す

る

退

職

手

当

の

調

整

額

の

計

算

に

つ

い

て

準

用

す

る

。
 

４ 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

以

後

に

退

職

（

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

）

す

る

者

が

そ

の

者

の

評

価

期

間

の

う

ち

平

成

十

九

年

度

以

前

に

お

い

て

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

行

政

職

給

料

表 

（

以

下

「

行

政

職

給

料

表 

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

、

か

つ

、

第

十

条

第

一

項

第

八

号

に

掲

げ

る

区

分

に

該

当

す

る

期

間

（

以

下

「

対

象

期

間

」

と

い

う

。

）

を

有

す

る

場

合

は

、

対

象

期

間

一

年

度

に

つ

き

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

て

当

該

各

号

に

定

め

る

点

数

（

当

該

対

象

期

間

中

に

同

条

第

四

項

に

規

定

す

る

休

職

月

等

が

あ

る

場

合

及

び

区

規

則

で

定

め

る

事

由

が

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

必

要

な

調

整

を

行

つ

た

点

数

 

を

そ

れ

ぞ

れ

合

計

し

た

数

に

単

価

を

乗

じ

て

得

た

額

を

そ

の

者

の

退

職

手

当

の

調

整

額

に

加

算

す

る

。

 

 

一 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

 

二

十 

 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

 

四

十 

（二） 

（二） 

） 



 

三 

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

以

後

の

期

間 

六

十 
５ 
前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

対

象

期

間

中

に

行

政

職

給

料

表 

の

職

務

の

級

が

二

級

（

平

成

十

七

年

三

月

三

十

一

日

以

前

の

期

間

に

あ

つ

て

は

、

三

級

）

以

上

で

あ

つ

た

期

間

（

そ

の

者

が

都

職

員

等

と

し

て

引

き

続

い

た

在

職

期

間

を

有

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

期

間

に

お

い

て

そ

の

者

が

こ

れ

ら

に

相

当

す

る

職

務

の

級

以

上

で

あ

つ

た

期

間

）

を

有

す

る

と

き

は

、

対

象

期

間

一

年

度

に

つ

き

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

て

当

該

各

号

に

定

め

る

点

数

（

当

該

対

象

期

間

中

に

第

十

条

第

四

項

に

規

定

す

る

休

職

月

等

が

あ

る

場

合

及

び

区

規

則

で

定

め

る

事

由

が

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

必

要

な

調

整

を

行

つ

た

点

数

）

を

そ

れ

ぞ

れ

合

計

し

た

数

に

単

価

を

乗

じ

て

得

た

額

を

前

項

の

規

定

に

よ

り

退

職

手

当

の

調

整

額

に

加

算

す

る

額

に

加

算

す

る

。

 

 

一 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

 

六

・

七 

 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

 

十

三

・

四 

 

三 

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

以

後

の

期

間 

二

十 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

退

職

手

当

の

基

本

額

に

係

る

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

 

（二） 

。

） 



第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

の

う

ち

、

施

行

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

（

以

下

「

経

過

措

置

期

間

」

と

い

う

。

）

に

退

職

し

た

も

の

に

対

し

て

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

（

改

正

後

の

条

例

第

四

条

の

三

に

規

定

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

つ

い

て

は

、

改

正

後

の

条

例

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

て

当

該

各

号

に

定

め

る

額

を

も

っ

て

、

そ

の

者

に

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

と

す

る

。 

 

一 

施

行

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

退

職

日

給

料

月

額

（

改

正

後

の

条

例

第

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

退

職

日

給

料

月

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

、

そ

の

者

の

勤

続

期

間

に

応

じ

て

付

則

別

表

第

一

の

支

給

率

の

欄

に

定

め

る

数

を

乗

じ

て

得

た

額

 

 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

 

退

職

日

給

料

月

額

に

、

そ

の

者

の

勤

続

期

間

に

応

じ

て

付

則

別

表

第

二

の

支

給

率

の

欄

に

定

め

る

数

を

乗

じ

て

得

た

額 

３ 

改

正

後

の

条

例

第

六

条

第

一

項

及

び

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

の

う

ち

、

経

過

措

置

期

間

に

 

退

職

し

た

も

の

に

対

し

て

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

 

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

て

当

該

各

号

に

定

め

る

額

を

も

っ

て

、

そ

の

者

に

支

 

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

と

す

る

。

 

 

一 

施

行

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

退

職

日

給

料

月

額

（

改

正

後

の

条

例

第

七

条

の

三

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

は

、

同

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

額

。

以

下

「

最

終

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

、

そ

の

者

の

勤

続

期

間

に

応

じ

て

付

則

別

表

第

三

の

支

給

率

の

欄

に

定

め

る

数

を

乗

じ

て

得

た



額 

 
二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

最

終

給

料

月

額

に

、

そ

の

者

の

勤

続

期

間

に

応

じ

て

付

則

別

表

第

四

の

支

給

率

の

欄

に

定

め

る

数

を

乗

じ

て

得

た

額 

４ 

前

二

項

の

規

定

は

、

改

正

後

の

条

例

第

七

条

の

四

第

一

項

、

第

八

条

、

第

九

条

、

第

十

八

条

第

四

項

、

第

二

十

四

条

及

び

第

二

十

五

条

の

規

定

に

該

当

す

る

者

に

対

し

て

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

の

計

算

に

つ

い

て

準

用

す

る

。
 

 



 

 

付則別表第一（付則第２項関係） 

勤  続  期  間 支   給   率 

１年 ０．８３ 

２年 １．６６ 

３年 ２．５０ 

４年 ３．３３ 

５年 ４．１６ 

６年 ５．００ 

７年 ５．８３ 

８年 ６．６６ 

９年 ７．５０ 

１０年 ８．３３ 

１１年 ９．６１ 

１２年 １０．９０ 

１３年 １２．１８ 

１４年 １３．４６ 

１５年 １４．７５ 

１６年 １６．２６ 

１７年 １７．７８ 

１８年 １９．３０ 

１９年 ２０．８１ 

２０年 ２２．３３ 

２１年 ２４．１３ 

２２年 ２５．９３ 

２３年 ２７．７３ 

２４年 ２９．５３ 

２５年 ３１．３３ 

２６年 ３３．００ 

２７年 ３４．６６ 

２８年 ３６．３３ 

２９年 ３８．００ 

３０年 ３９．６６ 

３１年 ４１．１１ 

３２年 ４２．５６ 

３３年 ４４．０１ 

３４年 ４５．４６ 

３５年 ４６．９１ 

３６年以上 ４７．０８ 

 



 

 

付則別表第二（付則第２項関係） 

勤  続  期  間 支   給   率 

１年 ０．６６ 

２年 １．３３ 

３年 ２．００ 

４年 ２．６６ 

５年 ３．３３ 

６年 ４．００ 

７年 ４．６６ 

８年 ５．３３ 

９年 ６．００ 

１０年 ６．６６ 

１１年 ７．８８ 

１２年 ９．１０ 

１３年 １０．３１ 

１４年 １１．５３ 

１５年 １２．７５ 

１６年 １４．２８ 

１７年 １５．８１ 

１８年 １７．３５ 

１９年 １８．８８ 

２０年 ２０．４１ 

２１年 ２２．３６ 

２２年 ２４．３１ 

２３年 ２６．２６ 

２４年 ２８．２１ 

２５年 ３０．１６ 

２６年 ３１．７０ 

２７年 ３３．２３ 

２８年 ３４．７６ 

２９年 ３６．３０ 

３０年 ３７．８３ 

３１年 ３９．０８ 

３２年 ４０．３３ 

３３年 ４１．５８ 

３４年 ４２．８３ 

３５年 ４４．０８ 

３６年以上 ４４．１６ 

 



 

 

付則別表第三（付則第３項関係） 

勤  続  期  間 支   給   率 

１年 １．２１ 

２年 ２．４３ 

３年 ３．６５ 

４年 ４．８６ 

５年 ６．０８ 

６年 ７．３０ 

７年 ８．５１ 

８年 ９．７３ 

９年 １０．９５ 

１０年 １２．１６ 

１１年 １３．９８ 

１２年 １５．８０ 

１３年 １７．６１ 

１４年 １９．４３ 

１５年 ２１．２５ 

１６年 ２３．１６ 

１７年 ２５．０８ 

１８年 ２７．００ 

１９年 ２８．９１ 

２０年 ３０．８３ 

２１年 ３２．７５ 

２２年 ３４．６６ 

２３年 ３６．５８ 

２４年 ３８．５０ 

２５年 ４０．４１ 

２６年 ４２．２８ 

２７年 ４４．１５ 

２８年 ４６．０１ 

２９年 ４７．８８ 

３０年 ４９．７５ 

３１年 ５１．２８ 

３２年 ５２．８１ 

３３年 ５４．３５ 

３４年 ５５．２８ 

３５年以上 ５５．９８ 

 



 

 

付則別表第四（付則第３項関係） 

勤  続  期  間 支   給   率 

１年 １．０３ 

２年 ２．０６ 

３年 ３．１０ 

４年 ４．１３ 

５年 ５．１６ 

６年 ６．２０ 

７年 ７．２３ 

８年 ８．２６ 

９年 ９．３０ 

１０年 １０．３３ 

１１年 １２．０６ 

１２年 １３．８０ 

１３年 １５．５３ 

１４年 １７．２６ 

１５年 １９．００ 

１６年 ２０．８３ 

１７年 ２２．６６ 

１８年 ２４．５０ 

１９年 ２６．３３ 

２０年 ２８．１６ 

２１年 ３０．００ 

２２年 ３１．８３ 

２３年 ３３．６６ 

２４年 ３５．５０ 

２５年 ３７．３３ 

２６年 ３９．０６ 

２７年 ４０．８０ 

２８年 ４２．５３ 

２９年 ４４．２６ 

３０年 ４６．００ 

３１年 ４７．５６ 

３２年 ４９．１３ 

３３年 ５０．７０ 

３４年 ５１．９６ 

３５年以上 ５２．７６ 

 



（

説 

明

） 

 
職

員

の

退

職

手

当

を

引

き

下

げ

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 


